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 項目  １．人口・面積

 現状
 

 課題

 

 

 

 

 

 

 ○合併の方式については，新設合併と編入合併があるが，いずれの方式を採用するのか協

 　議する必要がある。

 〔参考〕最近の合併

 H13.1.1   新潟市(486千人) 黒埼町( 26千人) ⇒新潟市（編入合併）

 H13.1.21  田無市( 76千人) 保谷市(100千人) ⇒西東京市（新設合併）

 H13.4.1   潮来町( 26千人) 牛堀町(6千人) 　⇒潮来市（編入合併）

 H13.5.1   浦和市(477千人) 大宮市(449千人) 与野市( 81千人) ⇒さいたま市（新設合併）

H13.11.15 大船渡市(36千人) 三陸町(8千人) ⇒大船渡市（編入合併）

 項目  ２．年齢階層別人口

 現状
 

※年齢不詳者がいるため，国勢調査人口合計と内訳は必ずしも一致せず，構成比の合計
も１００にならない場合がある。

 課題

 

 

 

 

 

 

 

 ○14歳以下の年少人口の構成比では，吉田町，松元町が高く，桜島町が最も低い。

 ○15～64歳の生産年齢人口の構成比では，鹿児島市が最も高い。

 ○65歳以上の老年人口の構成比で県より低いのは，鹿児島市，吉田町，松元町である。

 〔参考〕

 ○県の平成12年国勢調査人口 1,786,194人

   　〃年齢階層別人口 0～14歳　 280,717人　15.7％

 　　　　　　　　　　15～64歳 1,101,401人　61.7％

 　　　　　　　　　　65歳～  　 403,239人　22.6％

７年国調人口 12年国調人口 増減率 12年国調世帯数 面積
鹿児島市 546,282人 552,098人 1.1% 229,064世帯 289.79k㎡
吉田町 11,184人 11,736人 4.9% 4,001世帯 54.79k㎡
桜島町 4,903人 4,678人 -4.6% 1,788世帯 32.19k㎡
喜入町 12,772人 12,802人 0.2% 4,828世帯 61.15k㎡
松元町 11,039人 12,065人 9.3% 4,234世帯 51.05k㎡
郡山町 8,250人 8,314人 0.8% 3,040世帯 57.75k㎡
三島村 513人 500人 -2.5% 282世帯 31.36k㎡
十島村 776人 756人 -2.6% 413世帯 101.35k㎡
合計 595,719人 602,949人 1.2% 247,650世帯 679.43k㎡

12年国調 ０～14歳 構成比 15～64歳 構成比 65歳～ 構成比
鹿児島市 86,269人 15.6% 377,347人 68.4% 88,475人 16.0%
吉田町 2,060人 17.6% 7,357人 62.7% 2,316人 19.7%
桜島町 636人 13.6% 2,647人 56.6% 1,395人 29.8%
喜入町 1,979人 15.5% 7,633人 59.6% 3,190人 24.9%
松元町 2,090人 17.3% 7,794人 64.6% 2,181人 18.1%
郡山町 1,200人 14.4% 5,074人 61.0% 2,040人 24.5%
三島村 80人 16.0% 277人 55.4% 143人 28.6%
十島村 111人 14.7% 409人 54.1% 236人 31.2%
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 項目  ３．昼夜間人口，鹿児島市との通勤・通学率

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　

 ○吉田町，桜島町，喜入町，松元町，郡山町については，通勤率（就業者のうち鹿児島市

への通勤者の占める割合），通学率（通学者のうち鹿児島市への通学者の占める割合）

を見ると，いずれも高率を示し，鹿児島市への上位５位以内に入っており，通勤・通学

圏域としての結びつきが強い。〔県広域行政データブック参照〕

 〔参考〕

 ○県広域行政データブックによると，買物圏域の状況では，鹿児島市の第１次商圏（流入

 　率30％以上）に桜島町，吉田町，喜入町，松元町が入っている。

 ○通院圏域の状況では，鹿児島市の第１次通院圏（通院率30％以上）に桜島町，吉田町，

 　郡山町，松元町，喜入町，三島村が入っている。

昼夜間人口比 鹿児島市への 鹿児島市への
昼間/夜間 通勤率 通学率

鹿児島市 103.5% － －
吉田町 84.8% 41.3% 49.3%
桜島町 82.9% 34.3% 73.5%
喜入町 82.6% 32.0% 58.4%
松元町 80.6% 45.8% 53.2%
郡山町 87.1% 35.2% 38.8%
三島村 － 0% 0%
十島村 － 0% 0%

平成７年
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 項目  ４．地勢

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○鹿児島市役所・各役場間の距離及びマイカー移動時間〔県広域行政データブック参照〕

吉田町　15.8km　27分　　郡山町　16.7km　29分　（移動時間は時速35kmで計算）

松元町　17.0km　29分　　喜入町　30.1km　52分　（　　　　　〃　　　　　　）

桜島町　ﾏｲｶｰとﾌｪﾘｰで約10km  30分

 ○三島村及び十島村は外海離島（孤立小型離島）であり，本土との交通機関は村営定期船

 （貨客船）である。

 　　　三島村の構成：竹島　（鹿児島港から９４km，所要時間３時間）

 　　　　　　　　　　硫黄島（　　〃　　１０８km，　〃　　３時間30分）

 　　　　　　　　　　黒島　（　　〃　　１５３km，　〃　　５時間40分）

 　　　十島村の構成：口之島（鹿児島港から２０４km，所要時間６時間）

 　　　　　　　　　　中之島（　　〃　　２２２km，　〃　　７時間５分）

 　　　　　　　　　　平島　（　　〃　　２５２km，　〃　　８時間40分）

 　　　　　　　　　　諏訪之瀬島（〃　　２６７km，　〃　　９時間45分）

 　　　　　　　　　　悪石島（　　〃　　２８７km，　〃　　10時間55分）

 　　　　　　　　　　子宝島（　　〃　　３２２km，　〃　　12時間25分）

 　　　　　　　　　　宝島　（　　〃　　３３５km，　〃　　13時間15分）

 課題  ○三島村及び十島村については，地理的条件や交通アクセスの条件から本土との日常的な

 　往来が困難な地域である。

 項目  ５．慣行（市町村民憲章，市町村民歌，市町村木・花），国際交流等

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○市町村木・花の状況

 　　鹿児島市：くす・きょうちくとう　　吉田町：もくせい・もくせい

 　　桜島町　：アコウ・桜　　　　　　　喜入町：メアサスギ・ツワブキ

 　　松元町　：イヌマキ・菊・つつじ　　郡山町：イヌマキ・カンナ・つつじ

 　　三島村　：やぶ椿・丸葉つつじ　　　十島村：ビロウ・丸葉さつき

 ○国際・国内交流の状況

 　　鹿児島市〔国際交流〕イタリア：ナポリ市　　オーストラリア：パース市

 　　　　　　　　　　　　中国：長沙市　　　　　アメリカ：マイアミ市

 　　　　　　〔国内交流〕山形県：鶴岡市

 　　吉田町　〔国内交流〕新潟県・埼玉県・広島県・愛媛県・静岡県の吉田町

 　　桜島町　〔国際交流〕アメリカ：リポン市

 　　喜入町　〔国内交流〕沖縄県：与那城町

 課題

 

 

 

 ○市町村民憲章，市町村民歌，市町村木・花等の慣行については，取扱いについて調整が

 　必要となる。

 ○国際・国内交流については，相手町村と交流のある都市の取扱いについて調整が必要と
 　なるが，従前の実情を踏まえ，継続して事業を実施することが期待される。
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 項目  ６．都市計画の区域区分

 現状  ○都市計画区域等の設定状況（単位：ha） ( )内数字は構成比％（平成12年４月１日現在）

 区分　　　 市町村 鹿児島市 松元町  郡山町  吉田町  喜入町  

 行政区域面積 28,979 5,105 5,775 5,479 6,115

 都市計画区域  28,979(100) 3,171(62.1) 2,740(47.4) 650(11.9) 2,898(47.4)

 市街化区域 8,292(28.6) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　) 線
 引
 き  調整区域  20,687(71.4) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　)

 用途地域 8,198 226 93.1

 一種低層 3,956(48.3) 37(16.4) 10(10.7) ( 　) ( 　)

 二種低層 126( 1.5) (   ) (   ) ( 　) ( 　)

 一種中高層 210( 2.6) 107(47.4) 49(52.6) ( 　) ( 　)

 二種中高層 834(10.2) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　)

 一種住居 836(10.2) 60(26.5) 18(19.4) ( 　) ( 　)

 二種住居 132( 1.6) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　)

 準住居 101( 1.2) ( 　) 7.6( 8.2) ( 　) ( 　)

 近隣商業 207( 2.5) 8( 3.5) 3.2( 3.4) ( 　) ( 　)

 商業 458( 5.6) (   ) ( 　) ( 　) ( 　)

 準工業 520( 6.3) 14( 6.2) 5.3( 5.7) ( 　) ( 　)

 工業 84( 1.0) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 工業専用 734( 9.0) ( 　) ( 　) ( 　) ( 　)

  ○桜島町，三島村，十島村は，都市計画区域は設定していない。

 課題

 

 

 

 

 

 

 

 ○都市計画区域を設定している５市町のうち，線引き制度（市街化区域・市街化調整区域の

設定）を導入しているのは鹿児島市だけであり，鹿児島市と合併する場合，相手町村の行

政区域内の線引きについて，用途を含め，双方のまちづくりや開発に対する方針などを踏

まえ，総合的な調整が必要となる。

 ○また，市街化区域に指定された場合，その区域内に所在する土地・家屋の所有者には，都

市計画税の納税義務が生じる。

（但し，合併特例法により，市町村合併が行われた年度及びこれに続く３年度に限って

不均一の課税をすることができる。）
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 項目  ７．行政組織機構

 現状  ○行政組織機構の状況（平成１３年４月１日現在）

鹿児島市   吉田町  桜島町  喜入町  松元町  郡山町  三島村  十島村市町村

 区　分 局 部 課 係 課 係 課 係 課 係 課 係 課 係 課 係 課 係

長事務部局 6 23 97 240 10 39 14 33 13 34 9 29 10 23 4 9 5 21

 教委事務局 1 2 8 14 2 4 3 4 5 6 2 5 2 4 1 2 2 3

 議会事務局 1 3 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

 監査事務局 1 1 1 1 1 (1) 1 1

 選管事務局 1 2 1 1 1 1 1 1 (1) 1 1 1 1

 公平事務局 1

 農委事務局 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

 消防局 1 3 12 1 7

 水道局 1 3 12 40

 交通局 1 5 10

 病院 1 3 8

計 12 31 132 332 16 48 21 41 23 52 13 36 16 31 8 12 10 24

 課題

 

 ○新市として１つの組織機構となり，再編が必要となる。

 ○旧庁舎の位置付け等を含めた活用策を図る必要がある。
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 項目  ８．一般職

 ○職員数（現員数）の状況（平成１３年４月１日現在）

区　分  鹿児島市  吉田町  桜島町  喜入町  松元町  郡山町  三島村  十島村

長事務部局 2,423 87 252 106 70 76 48 60

 教育委員会 668 16 19 17 28 12 6 4

 議会事務局 31 2 3 3 2 3 1

 監査事務局 11 1 1

 選管事務局 14 1 1 1

 公平事務局 2

 農委事務局 18 3 1 3 2 1 1

 消防局 394 24

 水道局 438

 交通局 393

 病院 674

計 5,066 108 276 154 104 93 55 65

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※教育委員会には教育機関を含む。

 課題

 

 

 

 

 

 ○新設合併または編入される市町村の一般職については，旧市町村の職員としては失職す

 　るが，新たな自治体での身分が保証される。

 ○任免，給与，勤務条件等については，不均衡が生じないよう協議・調整の上，公正に取

 　り扱うことが必要である。

 ○給与について，鹿児島市以外の７町村では，行政職給料表以外に技能労務職給料表を，

 　桜島町では海事職給料表を適用している。
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 項目  ９．特別職

 現状  ○任期

 区　分  鹿児島市  吉田町  桜島町  喜入町  松元町  郡山町  三島村  十島村

 首長  16.12.22  15. 4.26  15. 4.26  15. 4.26  16. 7.7  15. 4.29  15.10.7  16. 3.28

 助役  17. 3.31  16. 3.31  15. 6.30  15. 6.27  16. 9.30  15. 6.30  17. 3.31 －

 収入役  17. 3.31  16. 3.31  15. 6.30  15. 6.27  16. 7.31  15. 6.30  16. 6.30  16. 6.30

 教育長  17. 6.27  16. 9.30  16.11.20  17. 9.30  16. 9.30  16.10.8  17.12.14  15. 9.30

 課題  ○新設合併又は編入される市町村では，首長をはじめとする特別職は失職することになる。

 項目  10．農業委員会

 現状  ○任期・委員数

 区　分  鹿児島市  吉田町  桜島町  喜入町  松元町  郡山町  三島村  十島村

任　期  16. 4.28  　　　　 H11. 7.20～ H14. 7.19～ H17. 7.19～（任期３年）  17. 7.14

 選挙 ２５ １０ １１ １０ １０ １０ １０ １０委

員

数 選任 １２ ５ ３ ４ ３ ４ ３ １

 課題

 

 

 

 ○傾向として，合併特例法を活用し，新設合併の場合は１年間，編入合併の場合は編入先の

残任期間，委員として在任する場合が多い。

 ○原則として農業委員会は１自治体につき１のものであるが，市町村面積が２４０km２以上

の場合，区域を２以上に分けて委員会を置くことができる。
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 項目  11．議会

 現状  ○任期

 鹿児島市 吉田町 桜島町 喜入町 松元町 郡山町 三島村 十島村

任　期 16. 4.28 17. 4.24 15. 4.30 15. 4.29 15. 4.30 15. 4.29 15. 4.28 16. 6.9

条例定数 ５０ １６ １６ １８ １８ １６ １０ １０

 課題

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 ○新設合併における関係市町村議員及び編入合併における編入される市町村議員は，市町村の法人

格が消滅するため失職することとなるが，合併特例法では，市町村の自主的な合併を促進するた

めに，激変緩和的な措置として，合併後の議員の定数や在任期間に係る特例措置を定めている。

(1)新設合併における定数特例の場合⇒設置選挙実施

設置選挙において，当該選挙による議員の任期に限って，地方自治法第91条に規定する

定数の２倍まで定数を増加することができる。

(2)新設合併における在任特例の場合⇒選挙なし

合併関係市町村の議会の議員で，合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとな

る者は，最長２年間在任できる。

 　　
 　

合併

設置選挙 一般選挙 一般選挙

自治法第91条による
定数の2倍の範囲内

自治法第91
条による定数

特
例
定
数

設置選挙により選出される議員の任期相当期間＝４年間

合併

選挙なし 一般選挙 一般選挙

合併前の関係市町村
の議員全員が在任

自治法第91条
による定数

特
例
定
数

2年以内

Ｂ町

Ａ町
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 課題

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 (3)編入合併における定数特例の場合⇒増員選挙実施

 合併後，編入された旧市町村の選挙区で増員選挙が実施できる。

増員数＝編入する市町村の定数×（編入される市町村人口／編入する市町村人口）

 　　　　　　　〔端数は四捨五入，１未満は１〕…①

特例期間：編入先の議員残任期間＋最初の一般選挙の１期（４年間）までできる。

〔増員選挙に続く最初の一般選挙でも，旧市町村の選挙区で特例定

数の増員分の選挙が実施できる。〕

  

　
(4)編入合併における在任特例の場合⇒選挙なし

 編入される市町村の議員は，編入する市町村の議員の残任期間だけ在任できる。

さらに，合併後最初の一般選挙では，編入された旧市町村の選挙区で，特例定数の 　

増員分の選挙が実施できる。（①と同様）

  

○議員の任期に関する特例措置の適用を受ける際に，新設合併の定数特例，在任特例及び

編入合併の在任特例を適用した場合，議員数が大幅に増加し，議場・委員会室・議員控

室等のスペースが必要となる。

 ○報酬，費用弁償，議員共済年金，政務調査費等の制度，金額等が異なるため，十分な協

議・調整のうえ，条例・規則等の改正が必要となる。

合併

選挙なし 一般選挙 一般選挙

合併前の関係市町村
の議員全員が在任 自治法第91

条による定数

特
例
定
数

Ｂ町

Ａ市

編入先の残任期間 最初の一般選挙により選出される議員
の任期相当期間＝４年間

編入合併特例定数

合併

増員選挙 一般選挙 一般選挙

増員数＝X×（ｂ/ａ）

自治法第91
条による定数

特
例
定
数

人口ｂ人、議員Ｙ人

人口ａ人、議員Ｘ人

Ｂ町

編入先の残任期間
最初の一般選挙により選出される議員
の任期相当期間＝４年間

在任数；Ａ市議員Ｘ人

編入合併特例定数

Ａ市
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 項目  12．財政状況

 現状  ○平成１３年度当初予算・地方債現在高

区　　　　分  鹿児島市  吉田町  桜島町  喜入町  松元町  郡山町  三島村  十島村

 13年度当初（百万円） 186,317 3,671 4,588 5,185 5,144 4,802 3,144 4,794

 一人当たり（千円） 343 312 939 393 426 569 6,288 6,714

 地方債現在高（百万円） 214,432 5,067 5,350 5,011 5,620 9,416 4,837 8,614

 ○平成１２年度市町村税収入状況

区　　　分  鹿児島市  吉田町  桜島町  喜入町  松元町  郡山町  三島村  十島村

 歳入決算額に占

 める割合（％） 34.8 17.9 5.5 22.4 13.6 10.3 0.8 1.4

 ○平成１２年度主要財政指標

区　　　分 鹿児島市  吉田町  桜島町  喜入町  松元町  郡山町  三島村  十島村

 財政力指数 0.64 0.32 0.16 0.40 0.25 0.21 0.04 0.05

 経常収支比率 76.6 78.8 97.4 81.8 75.6 86.4 85.1 83.3

 公債費比率 14.3 16.5 16.1 16.5 14.0 22.5 23.9 24.7

起債許可制限比率 8.2 8.8 12.9 12.6 6.3 11.6 15.8 20.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 ○人口規模が小さい自治体ほど，財政力が弱く，財政構造の弾力性や健全性が低い傾向に

 　ある。

 ○財政状況の把握は，合併後の市町村の財政状況に影響を与えるため，合併にあたっての

 　基本的なことであり，当該状況を踏まえた合併論議を行うことが重要である。
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 項目  13．消防体制

 ○消防体制

 　　独自体制　　：鹿児島市（１本部・２消防署・17分遣隊）

 　　　　　　　　　喜入町（１本部・１消防署）

 　　一部事務組合：吉田町（姶良郡西部・分遣所）

 　                松元町・郡山町（日置地区・なし）

 　　事務委託　　：桜島町（鹿児島市に委託）

 　　なし　　　　：三島村・十島村

 ○消防団の状況（平成１２年４月１日現在）

 区　　分 体制（団・分団・班数）  団員数（定数）  消防車両台数

 鹿児島市 １団  ４５分団　１３９班 ８９０人 ５０台

 吉田町 １団  　６分団　　　９班 １２５人 ９台

 桜島町 １団  　３分団　　１３班 １５９人 １２台

 喜入町 １団  　６分団 １１３人 ６台

 松元町 １団  　５分団 １２７人 １０台

 郡山町 １団  　７分団 １１２人 ７台

 三島村 １団  　４分団 ５７人 ０台

 十島村 ７分団 ６０人 ７台

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○消防体制については，吉田町，松元町，郡山町が他の町との一部事務組合で取り組んで

いるため，当該組合の脱退手続きや財産処分等について，関係市町村と十分協議する必

要がある。

 ○消防職員の退職手当，消防団員の公務災害補償条例，退職報償金条例等について，関係

市町村と十分協議する必要がある。

 ○消防団については，市町村ごとの非常勤による消防組織であり，合併の場合，組織の統

一再編が必要となり，組織，団事務の統一について，関係市町村と十分協議する必要が

ある。

 ○消防通信指令，無線システムについては，消防本部によりシステムが異なることから，

システムの再構築が生じ，関係市町村と十分協議する必要がある。
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 項目  14．一部事務組合等

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○主な加入組合状況

鹿児島市：なし

吉田町　：姶良郡西部消防組合（姶良町・加治木町・蒲生町・溝辺町・吉田町）

〔１分遣所設置，本部：加治木町，13年度負担金： 150,267千円〕

姶良郡西部衛生処理組合（同上）〔し尿・塵芥・火葬業務〕

〔ごみ焼却施設設置，事務所：加治木町，13年度負担金：75,761千円〕

桜島町　：なし

喜入町　：指宿広域市町村圏（指宿市・喜入町・山川町・開聞町・頴娃町）

〔事務所：指宿市，介護保険　13年度負担金： 6,725千円

                                火葬業務  13年度負担金：50,066千円〕

松元町　：日置地区消防組合（市来町，東市来町，伊集院町，郡山町，松元町，

日吉町，吹上町）

〔事務所：伊集院町　13年度負担金： 112,572千円〕

日置地区塵芥処理組合（東市来町，伊集院町，郡山町，松元町，

日吉町，吹上町）

〔事務所：松元町，ごみ焼却施設・リサイクル施設設置，

13年度負担金： 209,806千円〕

日置広域連合（市来町，東市来町，伊集院町，郡山町，松元町，

日吉町，吹上町）

〔事務所：伊集院町，介護保険　13年度負担金： 123,066千円〕

郡山町　：日置地区消防組合（同上）〔13年度負担金：93,534千円〕

日置地区塵芥処理組合（同上）〔13年度負担金：42,380千円〕

日置広域連合（同上）〔13年度負担金： 112,989千円〕  

三島村　：なし

十島村　：なし

 ○この他，各市町村共通の県市町村消防補償等組合，県市町村自治会館管理組合，県町村非

常勤職員公務災害補償等組合，県町村交通災害共済組合，県町村職員退職手当組合などが

ある。

 課題

 

 

 ○一部事務組合等については，当該組合等の脱退手続きや財産処分等について，関係市町村

と十分協議する必要がある。

 ○職員の退職手当組合，議員・消防団員等の公務災害補償組合，交通災害等共済組合等が町

村を資格として全町村で構成されている場合，構成町村が市に編入合併されたときの取扱

いについては，財産処分等について十分協議が必要である。
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 項目  15．税制

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔普通税〕

 ○個人市町村民税

 　　均等割：鹿児島市　　…人口50万以上　年額 3,000円（標準税率）

 　　　　　　鹿児島市以外…人口５万未満　年額 2,000円（標準税率）

 　　　　　　　非課税限度額　　：鹿児島市　　… 315,000円 (35万×0.9)

（一人当たり所得）鹿児島市以外… 280,000円 (35万×0.8)

 　　所得割：全市町村標準税率

 ○法人市町村民税

 　　均等割　：全市町村標準税率

 　　法人税割：鹿児島市　　…14.7％（制限税率）

 　　　        鹿児島市以外…12.3％（標準税率）

 ○固定資産税　　税率：全市町村 1.4％（標準税率）

 ○特別土地保有税　　税率：全市町村標準税率（保有 1.4％，取得 3％）

 　　　              基準面積：鹿児島市… 5,000㎡  鹿児島市以外…10,000㎡

 ○軽自動車税・市町村たばこ税　　税率：全市町村標準税率

 〔目的税〕

 ○事業所税　　人口30万以上の市に課税権有り：鹿児島市のみ課税

税率：標準税率　資産割：延床面積 600円/1㎡（免税点： 1,000㎡以下）

従業者割：従業者給与総額の0.25％（従業者数 100人以下）

新増設分：延床面積6,000 円/1㎡（ 2,000㎡以下）

 ○都市計画税　　都市計画区域のうち市街化区域内にある土地・家屋に課税

 　　　　　　　　鹿児島市のみ課税　　税率： 0.3％

 　              課税標準額：家屋…基準年度の評価額

 　                          土地…前年度課税標準額×負担調整率

 ○入湯税　　税率：１人１日 150円（標準税率）

 　　　　　　　　　郡山町…１人１日  80円

 課題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○税制については，税率等が異なる税や鹿児島市のみ適用される税があるので，関係市町村

で十分な協議が必要である。

・税率等が異なる税…個人市町村民税（均等割税率），法人市町村民税（法人税割税率）

特別土地保有税（基準面積），入湯税（税率）

・鹿児島市のみ適用される税…事業所税，都市計画税

 ○各々行われている課税免除，不均一課税及び減免等について，その取扱いを十分協議，調

整する必要がある。

 〔参考〕

 ○合併特例法により，市町村の合併後直ちに合併市町村の全域にわたって均一の課税をする

ことが，かえって合併市町村の住民の負担にとって均衡を欠くと認められる場合，市町村

合併が行われた年度及びこれに続く３年度に限って，不均一の課税をすることができる。

（例えば，３年間据置，３年間減額，３年間で段階的引き上げ等）
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 項目  16．国民健康保険

 ○税率等（平成12年度決算）              　　  　　　　　　　　　（単位：％，円）

区　　分 所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額
被保険者

 一人当たり

 保険税年額

 鹿児島市　医療分

介護分

9.0

1.03

－

－

23,700

4,900

27,400

3,500

530,000

70,000

75,226

13,908

 吉田町　　医療分

介護分

8.2

0.84

30.0

7.0

23,700

5,500

24,200

3,600

530,000

70,000

62,905

12,985

 桜島町　　医療分

介護分

7.0

0.85

40.0

8.5

19,200

5,500

20,000

3,200

530,000

70,000

50,113

13,176

 喜入町　　医療分

介護分

8.6

1.0

31.0

5.5

21,000

5,300

24,000

3,400

530,000

70,000

61,142

13,823

 松元町　　医療分

介護分

6.2

0.64

35.0

4.2

23,000

5,400

25,500

3,800

530,000

70,000

65,621

13,321

 郡山町　　医療分

介護分

9.9

1.1

－

－

23,500

5,400

25,800

3,500

530,000

70,000

61,808

13,572

 三島村　　医療分

介護分

10.0

1.3

－

－

7,500

3,600

10,500

1,500

530,000

70,000

44,326

11,556

 十島村　　医療分

介護分

5.0

2.0

－

－

4,500

4,700

7,000

2,100

530,000

70,000

14,485

2,756

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 

 

 ○国民健康保険は市町村が保険者になり運営しており，賦課方式，保険税率，納期等が各

 　市町村によって異なっており，協議・調整により一元化を図る必要がある。

 ○新市町村の住民間で不均衡が生じないように，また急激な負担の変化が生じないように

 　円滑な統一に向けて十分調整することが必要である。

 ○資産割を採用しているところ，採用していないところがある。

 ○療養給付等についても，調整が必要である。
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 項目  17．使用料・手数料

 現状

 

 

 

 

 

 ○住民票の写し，戸籍謄本・抄本，戸籍付票の写し，印鑑登録証明書，身分証明書，所得

 　額証明書等は，全市町村とも概ね同一。

 ○道路占用料については，吉田町と三島村では徴収していない。また徴収している鹿児島

 　市とその他の町村では単価に大きな差がある。

 ○各種施設使用料については，各々，用途や対象者等により異なるため，個別条例等で設

 　定しており，類似施設でも市町村間でばらつきがある。

 課題

 

 

 

 ○使用料・手数料については，各市町村によって制度が異なるため十分な協議を行い，調整

や制度統一までの移行期間に関して十分配慮することが適当である。

 ○施設使用料については，類似施設においても関係市町村間でばらつきがあるため，従前の

 　とおりとする例が見受けられる。

 項目  18．住民活動

 ○組織数・報酬・運営助成・活動助成の状況（詳細は省略）

区　　分 鹿児島市 吉田町 桜島町 喜入町 松元町 郡山町 三島村 十島村

 自治会・町内会数 ６４５ ５６ １０ ３３ ６０ ２０ ４ ９

 自治会長等報酬 × ○ ○ ○ △ △ × ×

 自治会等運営助成 × × × × ○ ○ × ○

 自治会等活動助成 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

 現状

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○自治会・町内会等については，報酬や運営助成・活動助成の取扱いが各市町村において
 　異なるため，協議・調整が必要である。
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 項目  19．電算システム

区分 メインフレーム系 ＣＳ系  備　考

 鹿児島市

 

 ｵﾝﾗｲﾝ 30業務　日本IBM455台

 

 26ｼｽﾃﾑ  各社 1,551台

 

 単体30ｼｽﾃﾑ

各社66台

 吉田町

 

 

 

 総合行政ｼｽﾃﾑ

日立37台，富士通６台

 桜島町   総合行政ｼｽﾃﾑ　日立35台

 喜入町

 

 

 

 基幹業務ほか４ｼｽﾃﾑ

富士通 145台，日立２台

 松元町

 

 20業務　ＮＥＣ23台

 

 13・14年度に

 総合行政ｼｽﾃﾑへ移行 123台

 郡山町   17ｼｽﾃﾑ  三菱31台

 三島村   ４ｼｽﾃﾑ（県町村会） 3台

 十島村  ２ｼｽﾃﾑ　富士通９台  今後ＣＳ系に移行

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○市町村が扱うコンピュータによる処理業務は，住民票，税金，年金，福祉など多岐にわた

って行われており，合併する市町村の電算システムが異なっている場合，システムの内部

構造や事務処理方法，記録方式が異なり，互換性がないため，システム統合にはかなりの

費用と作業量が必要となる。

 ○合併にあたっては，合併施行日に稼働できるように予め調整を行っている場合と，合併後

当面は既存の電算システムを活用しつつ，できるだけ速やかに統合を図っていく場合とが

考えられる。

 ○電算機器等をリース契約している場合は，システム統一に伴い，解約時期等の調整が必要

である。
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 項目  20．地域福祉

 ○民生委員児童委員（平成13年４月１日現在） 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 

 

 

 

 ○民生委員児童委員については，活動費や各種助成制度等について十分協議し，調整を図る
必要がある。

 ○福祉施策における単独事業については，同様な制度がある場合，一般的には高い水準の制
度に統一されるが，地域格差が生じないよう統合又は再編に努めることが適当である。

 ○鹿児島市は福祉事務所を設置しているが，その他の町村は県の福祉事務所が事務を行って
いる。

 　〔管轄〕鹿児島福祉事務所…吉田町，桜島町，松元町，郡山町，三島村，十島村

 　　　　　揖宿福祉事務所　…喜入町

 項目  21．社会福祉協議会・社会事業協会

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題  ○社会福祉協議会については，協議会の統合・整備を図る必要がある。

委員数（人）平均担当世帯数 各種助成制度
鹿児島市 812 301 年 155,000 無し
吉田町 22 195 年  62,300 有り（慶弔費）
桜島町 14 154 年  69,300 無し
喜入町 33 148 年 151,500 無し
松元町 26 184 年 100,000 無し
郡山町 21 160 年 122,400 無し
三島村 4 47 月   5,200 有り（退任慰労金）
十島村 7 54 無し

一般委員活動費（円）

鹿児島市 有り （1,090,228千円） 有り （1,833,485千円）
吉田町 有り （　104,273千円） 無し
桜島町 有り （　 28,678千円） 無し
喜入町 有り （　 18,211千円） 無し
松元町 有り （　 52,900千円） 無し
郡山町 有り （　 55,628千円） 無し
三島村 有り （　  1,050千円） 無し
十島村 無し 無し

社会事業協会（13年度予算）社会福祉協議会（13年度予算）
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 項目  22．生活保護

12年度

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

保護世帯数（月平均）

 　　　５，２９１

 　　　　　　３８

 　　　　　　２６

 　　　　　　３０

 　　　　　　１６

 　　　　　　１６

 　　　　　　１１

 　　　　　　１３

保護人員（月平均）

 　　７，６５７

 　　　　　５４

 　　　　　４４

 　　　　　３５

 　　　　　２５

 　　　　　１８

 　　　　　２０

 　　　　　２４

保護率（千分比）

 　　１３．９

 　　　４．６

 　　　９．４

 　　　２．７

 　　　２．１

 　　　２．２

 　　３８．４

 　　３１．８

級地区分

 ２級地の１

 ３級地の２

 ３級地の２

 ３級地の２

 ３級地の２

 ３級地の２

 ３級地の２

 ３級地の２

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○生活保護率は，三島村，十島村がかなり高く，鹿児島市も県平均（11.1‰）より高いが

 　吉田町，喜入町，松元町，郡山町は全国平均（ 8.4‰）を大幅に下回っている。

 ○級地区分は鹿児島市が２級地の１であり，その他の町村は３級地の２である。

 項目  23．児童福祉

 ○保育所・児童クラブの設置状況（平成13年４月１日現在）

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

市町村立保育所（定員：人）

９園（８００人）

２園（　７５人）

 －

 －

 －

１園（　４５人）

－

 －

私立等保育所

 　  ６１園

 　  　２園

 　  　１園

 　  　５園

 　  　２園

 　  　１園

　　－

　　－

認可外等

６２園

 　　－

　 　－

　 　－

　 　－

　 　－

　 　－

　 　－

児童ｸﾗﾌﾞ（公・民設）

 公：３６　民：５

 　 － 　　民：３

    －       －

－ 　　民：２

公：１　　　－

公：１　　　－

    －       －

    －       －

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 
 

 ○合併により，市町村立の保育所については公立として引き継ぐが，認可私立保育所につい

ては引き続き認可保育所として引き継ぐか協議が必要と想定される。

 ○公立保育所の保育料や保育時間・特別保育等については，合併に伴い，経過措置を含めて

調整が必要となる。

 ○児童福祉・母子福祉に関する独自の支援事業等については，乳幼児医療助成制度や出産祝

金など独自制度の内容に差異があるものは，一般的にサービスは高い水準に調整されるこ

とになるが，合併後の均衡が保たれ，制度の趣旨・目的が効果的に機能するように調整す

ることが適当である。
 ○合併に伴い，市町村のエンゼルプランの見直しが必要と想定される。



- 19 -

 項目  24．高齢者福祉

 ○65歳以上の人口（平成12年国勢調査）

　年齢  

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 65～69

 28,282

659

423

853

652

613

42

65

70～74

 24,066

600

356

876

623

579

36

73

 75～79

 17,190

447

286

650

396

425

31

51

 80～84

 10,439

306

181

456

281

238

25

30

 85～89

5,741

209

99

238

163

141

4

9

 90～94

2,251

73

36

93

53

37

3

6

 95～99

462

20

14

22

12

7

2

2

 100～

44

2

0

2

1

0

0

0

　計

 88,475

2,316

1,395

3,190

2,181

2,040

143

236

 ○高齢者福祉施設の設置状況（平成13年４月１日現在）

 　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 　　市町村立施設（箇所）

 ５（養護１，軽費１，福祉ｾﾝﾀｰ３）

 １（福祉ｾﾝﾀｰ１）

 １（福祉ｾﾝﾀｰ１）

 １（養護１）

 ３（福祉ｾﾝﾀｰ１，在宅１，デイ１）

 １（福祉ｾﾝﾀｰ１）　（公設・委託）

 ４（福祉ｾﾝﾀｰ４）

－

 　　民間施設（箇所）

 ８２（養護１，軽費８，在宅31，特老18

デイ24）

 　２（特老１，在宅１）

 　２（特老１，在宅１）

 　４（特老１，在宅３）

 　２（特老１，有老１）

 　３（特老１，在宅１，デイ１）

 　１（桜島町の特老１）

 　１（桜島町の特老１）

 ○主な独自施策

 　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 敬老祝金

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

 乗車券等

○  

 

○  

 

 

 

○  

○  

 福祉バス

○  

 

○  

 

 

○  

 

 

 介護手当

○  

○  

○  

○  

○  

○  

 

 

 紙おむつ

○  

○  

○  

○  

○  

 

○  

○  

 住宅改造

○  

 

○  

 

 

 

 給食ｻｰﾋﾞｽ

 　○

 　○

 　○

 　○

 　○

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○合併により，市町村立の高齢者福祉施設については引き継ぐことになる。

 ○市町村立の高齢者福祉施設の利用時間や使用料等については，合併に伴い，経過措置を含

めて調整が必要と想定される。

 ○高齢者福祉に関する独自の支援事業等については，敬老乗車券，敬老祝金，老人介護手当

支給，紙おむつ支給，給食サービスなど独自制度の内容に差異があるものは，一般的にサ

ービスは高い水準に調整されることになるが，合併後の均衡が保たれ，制度の趣旨目的が

効果的に機能するように経過措置を含めて調整することが適当である。

 ○合併に伴い，市町村の老人保健福祉計画の見直しが必要と想定される。
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 項目  25．障害者福祉

 ○身体障害者手帳・療育手帳の交付状況（平成13年３月31日現在）

　　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

　　身体障害者手帳（人）　（〇級）       　　　　　　　 

 18,436（①6,069 ②4,059 ③3,233 ④2,855 ⑤1,096 ⑥1,124 ）

 　 497（①  134 ②   84 ③   96 ④  100 ⑤   34 ⑥   49 ）

 　 263（①   79 ②   48 ③   49 ④   48 ⑤   14 ⑥   25 ）

 　 697（①  203 ②  179 ③  107 ④  113 ⑤   53 ⑥   42 ）

 　 467（①  146 ②   96 ③   84 ④   72 ⑤   37 ⑥   32 ）

 　 558（①  141 ②  112 ③  107 ④  104 ⑤   43 ⑥   51 ）

 　  31（①    5 ②    1 ③    6 ④    4 ⑤    5 ⑥   10 ）

     41（①   14 ②    5 ③    7 ④    7 ⑤    4 ⑥    4 ）

 　　　   　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 　　療育手帳（人）（○級）       　　　　　　　  

  2,541（A1: 671  A2: 555  A: 14  B1: 800  B2: 467  B: 34）

     86（A1:  15  A2:  23  A:  0  B1:  30  B2:  18  B:  0）

     33（A1:   5  A2:   9  A:  0  B1:  10  B2:   9  B:  0）

    101（A1:  21  A2:  25  A:  0  B1:  35  B2:  20  B:  0）

     56（A1:  11  A2:  13  A:  1  B1:  17  B2:  12  B:  2）

     56（A1:  17  A2:   8  A:  0  B1:  25  B2:   6  B:  0）

      7（A1:   1  A2:   1  A:  0  B1:   3  B2:   2  B:  0）

      3（A1:   0  A2:   2  A:  0  B1:   1  B2:   0  B:  0）

 ○障害者福祉施設の設置状況（平成13年４月１日現在）

 　　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

　　市町村立施設（箇所）

 ３（身体障害１，知的障害２）

－

－

－

－

－

－

－

 　　民間等施設（箇所）

 ３６（身体障害９，知的障害12，精神障害15）

 　３（知的障害３）

－

－

－

 　１（知的障害１）

－

－

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 ○現在のところ，市町村立の障害者福祉施設は鹿児島市しか設置していない。

 ○障害者福祉に関する独自の支援事業等については，手当支給，住宅改造助成など独自制度の

内容に差異があるものは，一般的にサービスは高い水準に調整されることになるが，合併後

の均衡が保たれ，制度の趣旨・目的が効果的に機能するように経過措置を含めて調整するこ

とが適当である。

 ○合併に伴い，市町村の障害者福祉に関する長期計画の見直しが必要と想定される。
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 項目  26．介護保険

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○65歳以上第１号被保険者の平成１４年度の保険料（円）

 ○要介護認定者数・介護サービス受給者数（平成13年３月末現在）（人）

 課題

 

 

 ○介護保険の第１号被保険者の保険料については，三島村・十島村が一番高く，喜入町が一

番低く，その差額は第３段階で１５，２００円となっている。

 ○合併に伴い，経過措置を含め，早期の保険料統一の検討が必要である。

 ○同じ保険料を払いながら，同じサービスを受けることが困難な地域が生じるおそれがある

ことから，行政によるサービス基盤の整備を求められる可能性がある。

 ○合併に伴い，市町村の介護保健事業計画の見直しが必要と想定される。

 要介護認定者 介護ｻｰﾋﾞｽ受給者 在宅サービス 施設サービス
 鹿児島市 13,651 9,898 7,269 2,629
 吉田町 326 263 193 70
 桜島町 265 200 135 65
 喜入町 657 581 427 154
 松元町 374 316 241 75
 郡山町 367 298 212 86
 三島村 15 15 9 6
 十島村 38 19 8 11

  第１ (×0.5) 第２ (×0.75) 第３ (×1) 第４ (×1.25) 第５ (×1.5)
段階 老齢年金・ 世帯全員非課税 本人非課税 本人所得 本人所得

  世帯全員非課税  250万未満 250万以上
 鹿児島市 19,500 29,200 39,000 48,700 58,500
 吉田町 17,725 26,588 35,450 44,313 53,175
 桜島町 20,200 30,300 40,400 50,500 60,600
 喜入町 13,500 20,400 27,200 34,000 40,800
 松元町 18,000 27,000 36,000 45,000 54,000
 郡山町 18,000 27,000 36,000 45,000 54,000
 三島村 21,200 31,800 42,400 53,000 63,600
 十島村 21,200 31,800 42,400 53,000 63,600



- 22 -

 項目  27．医療

 ○医療関係施設の状況（平成13年３月31日現在）

病　　　　院 診　　療　　所 

 　　　    

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 病院数

 １１０

１

－

－

－

－

－

－

　 病床数  

 １３，１７５

１３７

－

－

－

－

－

－

 診療所

 ４６８

３

２

６

６

４

４

７

　病床数

 ２，８８０

３８

０

５７

４１

１９

０

０

 歯　科

 診療所

 ３３３

２

１

４

５

３

－

－

 助産所

 　　　   

 　６０

－

－

－

－

－

－

－

 現状

 

 課題

 

 

 

 ○市町村立の病院・診療所を設置しているのは，鹿児島市が市立病院を，桜島町・三島村

 　十島村が診療所を設置している。

 ○休日診療・夜間診療等については，実施内容・方法等について医師会等との調整を行う

 　必要がある。

 項目  28．保健所・職員数

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

　管轄保健所

 鹿児島市保健所

 加治木保健所

 加治木保健所

 指宿保健所

 伊集院保健所

 伊集院保健所

 加治木保健所他

 加治木保健所他

有資格者市町村職員数（保健婦・獣医師等）(平成13年４月1日現在)

 　１３４人（うち保健婦50，獣医師31）

 　　　４人（保健婦）

 　　　３人（保健婦）

 　　　４人（保健婦）

 　　　４人（保健婦）

 　　　３人（保健婦）

 　　　６人（保健婦１，看護婦４，獣医師１）

 　　１０人（保健婦２，看護婦８）

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題  ○鹿児島市は保健所を設置しており，その他の町村は県の保健所の管轄となっている。
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 項目  29．保健

 ○健康審査・がん検診の受診状況（平成12年度）（受診率：％）

　　　　が　　　　ん　　　　検　　　　診 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 基本健康

 診　　査

 ３９．２

 ３０．７

 ５０．１

 ６６．９

 ４０．５

 ５３．７

 ５７．９

 ４７．１

 胃がん

６．７

 １９．１

 ３４．２

 ２２．３

 １５．７

 ３６．８

－

 １３．２

 子宮がん

 １８．５

 １１．７

 １８．８

 １６．５

 １８．３

 ３１．１

５．１

 １４．９

　乳がん

５．７

 隔年実施

 １４．２

 １９．２

 １５．０

－

－

 ２３．５

  肺がん

 ２０．１

 １７．５

 ３７．０

 ２０．６

 ２４．４

 ３４．６

－

－

 大腸がん

 １０．７

 ２１．３

 ３６．５

 ２１．９

 １２．３

 ４５．４

 １８．１

 １８．７

 ○母子保健（妊産婦・乳幼児）の受診状況（平成12年度）（受診者数：人）

乳　児　健　康　診　査　（実人員） 
  　　     

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

妊産婦
 健康相談

 実 5,457

120

132

75

－

48

－

5

妊婦
 健康審査

 延14,977

157

55

177

171

108

7

13

乳幼児
 健康相談

 延　 666

204

3

143

174

175

5

57

 ３カ月

5,029

73

30

73

86

54

 －

6

 ７カ月

4,694

71

27

－

82

59

－

－

  １歳

4,469

63

36

66

91

54

－

－

 １歳半

4,782

81

39

94

83

47

4

3

   ３歳

4,738  

 　　90

 　　44

 　　93

 　　89

 　　58

2

2

○歯科保健（平成12年度）の受診状況（受診者数：実人員）

  　       

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 妊産婦

5,317

8

－

－

－

28

－

－

 １歳

3,491

63

36

－

－

－

3

－

 １歳半

4,767

81

39

94

82

47

4

3

  ３歳

4,735

90

44

93

87

58

2

2

 フッ素２歳

 有料 3,833

85

 有料　　46

－

45

－

－

  ２歳半

  3,578

 　　84

 　　34

113

91

 　　37

－

－

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔1.8～2.8歳〕
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 ○栄養指導の実施状況（平成12年度）

集　団　指　導  　　　食生活改善推進活動 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

　 回数

800回

 　　79

 　　29

 　　96

 　 115

 　　44

 　　21

 　　 3

 延人員

 23,006人

1,559  

350

3,225  

3,308  

816

252

32

 個別指導

  延人員 　

7,711人

3,018  

342

2,646  

233

496

6

56

  推進員 　

371人

 　　42

 　　25

 　　24

 　　20

 　　19

－

－

 活動延回数

24,876回

 　　　60

 　 2,426

 　　　70

 　 1,955

 　 1,463

－

－

 指導延人数

  123,898人

 　 1,244

 　 6,046

 　 3,531

 　 3,283

 　 4,595

－

－

 ○精神保健の実施状況（平成12年度）

 
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 福祉相談
  延人員

3,062人

 　　 4

－

10

 　　15

 　　 3

－

 　   1

 　   

 訪問指導
  延人員

1,230人

 　　 2

－

　　 15

 　　 3

 　　 3

－

 　   5

 　   

 社会復帰訓練
    延人員

  2,483人

－

－

－

－

－

－

－

   　   

 ○保健婦活動（家庭訪問指導状況）（平成12年度）

 　〔生活習慣病，結核，心身障害，精神障害，母性・小児等〕

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 ○各種成人・母子・歯科保健事業等の対象者・実施方法・費用等については，自治体間や

 　医師会等との調整を行う必要がある。

 ○食生活改善推進員の取扱いについては, 経過措置を含めて検討する必要がある。

 延人員（人）
 鹿児島市 15,072

 吉田町 272

 桜島町 69

 喜入町 437

 松元町 233

 郡山町 962

 三島村 124

 十島村 342
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 項目  30．ごみ処理

 ○処理実績（平成12年度）

搬　　　入　　　量（ｔ） 　　　　処　　　　理　　　　量（ｔ） 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 計画収集

169,108

2,047

1,191

3,872

2,377

1,108

167

532

 直接搬入

93,155

582

296

1,239

252

190

 －

－

　合　計

262,263

2,629

1,487

5,111

2,629

1,298

167

532

　焼 却

196,958

2,629

1,033

4,412

1,927

1,066

70

363

　選 別

6,789

－

396

699

482

87

 －

－

 

　埋 立

87,498

 －

－

－

220

145

97

120

　合　計  

291,245  

 　 2,629

 　 1,429

 　 5,111

 　 2,629

 　 1,298

 　　 167

 　　 483

 ○施設整備状況

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

　　　焼却施設

 ２箇所

 一部組合（吉田町）

 １箇所（改修中）

 １箇所

 一部組合（松元町）

 一部組合（松元町）

 ３箇所（２島）

 ４箇所（４島）

　　埋立処分場

 １箇所

 一部組合（加治木町）

 １箇所：休止（計画中）

 １箇所：休止中

 一部組合（松元町）

 一部組合（松元町）

 ４箇所（３島）

 ７箇所（７島）

 　　資源化施設

 １箇所（１箇所整備中）

－ （一部組合で検討中）

－

 １箇所

 一部組合（松元町）

 一部組合（松元町）

 ４箇所（３島）生ごみ

－

 ○ごみ処理手数料・資源化等助成の状況

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

　一般家庭ごみ  

無料

有料（指定袋）

無料

無料

有料（指定袋）

有料（指定袋）

無料

無料

 　　資源化等助成

 生ごみ処理機，資源物回収活動

 生ごみ処理機，資源物回収活動

 　　－  　　　資源物回収活動

 生ごみ処理機，　　－

 生ごみ処理機，資源物回収活動

 生ごみ処理機，資源物回収活動

－　　　　　 －

 生ごみ処理機，資源物回収活動

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○ごみ処理については，収集運搬・処理体制，処理手数料，助成制度など，経過措置を含め

て調整が必要となる。

 ○一部事務組合で取り組んでいる自治体との合併にあたっては，脱退手続きや処理施設を含

めた当該組合の取扱い等について，組合構成市町村との十分な協議が必要となる。
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 項目  31．し尿処理

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○処理実績（平成12年度）

 ○し尿収集・浄化槽設置の状況（平成13年４月１日現在）

 ○処理施設の状況

 課題

 

 

 ○し尿処理については，収集運搬・処理体制，処理手数料，浄化槽設置助成制度など，経

 　過措置を含めて調整が必要である。

 ○一部事務組合で取り組んでいる自治体との合併にあたっては，脱退手続きや財産処分等

 　について，組合構成市町村との十分な協議が必要となる。

 ○し尿・汚泥の海洋投入については，平成17年度から全面禁止になる予定であり，海洋投

 　入を行っている自治体にとっては処理施設の確保が課題となっている。

 
 　 し尿  浄化槽汚泥 　合　計   処理場  海洋投入  その他 　合 計
 鹿児島市 25,000 36,263 61,263 28,275 32,988 0 61,263
 吉田町 2,635 4,161 6,796 6,796 0 0 6,796
 桜島町 650 2,120 2,770 0 2,770 0 2,770
 喜入町 3,566 7,282 10,848 10,838 60 0 10,898
 松元町 3,440 5,220 8,660 0 8,660 0 8,660
 郡山町 1,941 3,519 5,460 0 5,460 0 5,460
 三島村 120 65 185 0 185 0 185
 十島村 118 42 160 0 0 160 160

 　　搬　　　入　　　量（kl） 処　　　　理　　　量（kl）

 
 世帯数 構成比 世帯数 構成比 （対12年国調）
 鹿児島市 13,053 5.7 23,996 10.5
 吉田町 1,765 41.0 1,534 36.0
 桜島町 538 30.1 1,250 69.9
 喜入町 1,762 36.5 3,066 63.5
 松元町 1,857 42.2 2,544 57.8
 郡山町 1,101 36.0 1,960 64.0
 三島村 196 87.5 28 12.5
 十島村 203 49.2 210 50.8

し尿収集  　浄化槽設置

 鹿児島市
 吉田町
 桜島町
 喜入町
 松元町
 郡山町
 三島村
 十島村

　－（海洋投入）
　－（海洋投入）
　－（海洋投入）
　－

 市施設１箇所
 一部組合（加治木町）
　－（海洋投入）
 町施設１箇所
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 項目  32．斎場・墓地

 ○火葬場の整備状況・利用施設

 　　　 　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 　　 火葬場   　

 市施設２箇所

 一部組合（姶良町）

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 　　利用施設             

－

－

 鹿児島市の施設

 鹿児島市・指宿市・山川町の施設（指宿市と広域火葬

 鹿児島市の施設　　　　　　　　　場を建設中）

 鹿児島市・串木野市の施設

 鹿児島市の施設

 鹿児島市の施設

 ○火葬料・火葬経費補助の状況

 火葬料（13歳以上） 
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 市内居住

1,300円

4,000  

－

－

－

－

－

－

 市外居住

10,000円

 20,000

－

－

－

－

－

－

 火葬経費補助
 （13歳以上）

－

－

  8,000円

 全額補助

  5,000円

  5,000円

－

－

 ○墓地の設置状況（平成13年４月１日現在）（箇所）

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 公営墓地

１８

 －

－

－

－

－

－

－

 共同墓地

５２６

１００

１４

６１

４２

２０

５

１０

  その他

１６

２

３

８５

 －

１８６

－

 －

 　合計

５６０（公営墓地使用料は市外居住４割増）

 　１０２

 　　１７

 　１４６

 　　４２

 　２０６

 　　　５

 　　１０

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○火葬場については，一部事務組合で取り組んでいる自治体との合併にあたっては，脱退

 　手続きや財産処分等について，組合構成市町村との十分な協議が必要となる。

 ○火葬料や共同墓地に対する助成制度については，経過措置を含めて，調整が必要となる。
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 項目  33．学校教育

 ○幼稚園の設置状況（平成13年５月１日現在）

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 市町村立

２園

－

１園

－

１園

－

－

－

 園児数

25人

－

58人

－

150人

－

－

－

 教員

 ２人

－

 ２人

－

 ５人

－

－

－

 市町村立保育料

 年額　68,400円

－

 年額　44,000円

－

 年額　70,800円

－

－

－

 ○小学校の設置状況（平成13年５月１日現在）

給　食 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 市町村立

 　　　　　

６０校

５校

２校

６校

４校

３校

４校

７校

  児童数

 　　　　　

 32,666人

921人

259人

832人

983人

519人

33人

48人

 教職員数

 　　　　　

1,770人

76人

27人

76人

65人

53人

22人

31人

 自校

 ４５

－

２

－

－

－

４

７

 ｾﾝﾀｰ

 １３

５

－

６

４

３

－

－

 国・県立

 　　　　　

１校

  －

  －

  －

  －

  －

  －

  －

私立

 　　　　　

２校

  －

  －

  －

  －

  －

  －

  －

合計

 　　　　

６３校

５校

２校

６校

４校

３校

４校

７校

 ○中学校の設置状況（平成13年５月１日現在）

給　食 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 市町村立

 　　　　　

３２校

２校

１校

１校

１校

１校

４校

７校

  生徒数

 　　　　　

 18,063人

492人

128人

506人

516人

263人

27人

32人

 教職員数

 　　　　　

1,161人

43人

18人

32人

29人

24人

25人

28人

 自校

 １４

－

１

－

－

－

４

７

 ｾﾝﾀｰ

 １８

２

－

１

１

１

－

－

 国・県立

 　　　　　

１校

－

－

－

－

－

－

－

私立

 　　　　　

５校

－

－

－

－

－

－

－

合計

 　　　　　

３８校

２校

１校

１校

１校

１校

４校

７校

 現状
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 ○小・中学校のクーラー設置状況

 　　　　　

 鹿児島市

 

 

 

 

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

   設置対象教室

 小学校：図書室，保健室， ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室，校長室，音楽室，職員室，事務室，

 　　　　主事室，理科実験室

 中学校：図書室，保健室， ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室，校長室，音楽室，職員室，事務室，

 　　　　主事室，理科実験室，視聴覚室，教育相談室

 東桜島地区の小・中学校：全教室

 パソコン室，職員室

 全教室

 図書室，保健室

 パソコン室，保健室

 パソコン室，保健室

－

－

  

○高等学校の設置状況（平成13年５月１日現在）
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

市町村立

３校

－

－

－

  －

 －

－

－

生徒数

3,157人

  －

－

－

  －

 －

－

－

 

教職員数

203人

  －

－

－

  －

 －

－

－

 

国・県立

１２校

－

－

－

１校

１校

－

－

私立

９校

 －

－

－

  －

 －

－

－

 

合計

２４校

－

－

－

１校

１校

－

－

生徒数

 23,184人

－

－

－

    977人

    727人

－

－

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○県立高等学校通学区域

 　　鹿児島市，桜島町…鹿児島学区

 　　吉田町　　　　　…鹿児島学区，伊佐・姶良学区

 　　喜入町　　　　　…鹿児島学区，揖宿学区

 　　松元町，郡山町　…鹿児島学区，日置学区

 　　三島村，十島村　…全県学区

 課題

 

 

 ○幼稚園については，合併に伴い，保育料や私立幼稚園助成などの調整が必要となる。

 ○学校教育については，合併に伴い，小・中・高校の通学区域，学校施設等の教育環境，学

校給食の内容，就学援助，奨学金，他都市との交流事業などの調整が必要となる。

 ○ＰＴＡが雇用している司書補・事務補助への交付金の調整が必要となる。
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 項目  34．社会教育・保健体育・文化財

 ○主な社会教育施設の設置状況

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

   地域（地区）公民館

８館

１館（中央公民館）

３館

６館

１館（中央公民館）

１館（中央公民館）

－

７館

　　　　図書館

１館

－（公民館図書室）

－

１館

－（公民館図書室）

－（公民館図書室）

－

－

 その他・今後の整備計画

 複合型文化施設計画

 歴史資料館・図書館計画

 歴史民俗資料館・天文台

 ○主な体育施設の設置状況
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 運動公園等

○

○

○

○

○

○

○

○

 体育館等

○

○

○

○

○

－

○

－

 　その他施設

 野球場，屋内運動場，庭球場，プール等

 テニスコート，ゲートボール場

 テニスコート，武道館等

 健康づくり公園

 野球場

 ○文化財等の状況（平成13年４月１日現在）

指　　定　　文　　化　　財   

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 国指定

２４件

－

－

 　　１

－

－

－

－

 県指定

３９件

－

－

 　　１

 　　１

 　　１

 　　２

 　　３

 市町村指定

４７件

 １９

 １３

 　７

 　６

 １３

 １５

 　６

 条例制定

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

 埋蔵文化財
 包蔵地等

 １３７箇所

 　２９

   　２

 　８５

   ５８

   ３０

－

   　４

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 ○社会教育施設については，住民サービスの低下が生じないよう，設置状況，維持・管理運

営や事業実施，施設相互の連携，生涯学習情報システムなど，各面から十分な協議・調整

が必要となる。

 ○体育施設についても，住民サービスの低下が生じないよう，設置状況，使用料や維持・管

理運営など，経過措置も含めて十分な協議・調整が必要となる。
 ○文化財については，保護・活用について十分な協議・調整が必要となる。
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 項目  35．事業所概況

 ○事業所数・従業者数（平成８年事業所・企業統計調査）

 ○規模別事業所数（平成８年事業所・企業統計調査）　      （事業所）
 従業者数
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 １～
　　４人

 18,850

248

106

350

298

150

32

62

 ５～
　　９人

5,618

80

18

65

68

31

－

－

 10～
　　19人

3,201

36

13

38

48

32

－

－

 20～
　　29人

1,019

16

5

9

8

8

－

－

 30～
　　49人

762

11

5

21

5

9

－

－

 50～
　　99人

491

5

－

－

5

－

－

－

 100人
 　以上

 　 233

 　　4

－

－

－

－

－

－

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○事業所については，事業所税との関係があるが，鹿児島市以外の町村で，従業者割の対

 　象となる１００人以上の事業所があるのは，吉田町の４事業所である。

 事業所数 従業者数 １事業所当たり
 （事業所） （人） 従事者数（人）
 鹿児島市 30,174 251,064 8.3
 吉田町 400 3,227 8.1
 桜島町 161 1,130 7
 喜入町 508 3,449 6.8
 松元町 432 2,438 5.6
 郡山町 242 1,787 7.4
 三島村 32 79 2.5
 十島村 62 146 2.4
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 項目  36．商業

 ○商店数等（平成９年商業統計調査）

卸　　　売　　　業  小　　　売　　　業 

 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 商店数

 （店）

2,539

21

3

8

5

4

 －

 －

 従業者数

　（人）  

27,854

271

14

41

67

22

 －

 －

 年間販売額

 （百万円）

2,255,814

14,072

2,126

1,334

2,254

721

 －

 －

 商店数

 （店）

6,342

72

55

167

88

78

16

16

 従業者数

　（人）  

34,254

251

201

534

360

310

25

27

 年間販売額

 （百万円）

667,489

2,988

2,203

6,524

4,131

3,696

69

79

 売場面積

　（㎡）  

537,612  

    2,848

 　 2,575

    8,208

    3,771

    4,108

－

－

 ○大規模小売店舗（平成13年４月１日現在）

店　舗　数（店） 店舗合計面積（㎡） 
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 1,000㎡～

６４

－

－

１

１

－

－

－

 3,000㎡～

２３

－

－

 －

 －

－

－

－

 1,000㎡～

148,656

－

－

1,400

2,532

－

－

－

 3,000㎡～

  147,641

－

－

－

－

－

－

－

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 
  

 ○１，０００㎡以上の大規模小売店舗については，事業所税との関係があるが，鹿児島市以

外の町村で，資産割の対象の延床面積が１，０００㎡以上の大規模小売店舗は，喜入町と

松元町に１箇所ずつである。

 ○今後，鹿児島市以外の町村で中心市街地活性化基本計画やＴＭＯ構想が策定される場合，

中心市街地活性化法の対象となる中心市街地が生ずることから，それぞれの計画の推進に

ついて調整が必要となる。
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 項目  37．工業

 ○従業者４人以上の事業所数等（平成10年工業統計調査）

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 事業所数

７６６

３５

８

１４

２９

２５

－

－

 従業者数（人）

15,280

547

－

520

524

463

－

－

 製造品出荷額（百万円）

 　   461,067

 　　　 5,701

－

 　　　 6,926

 　　　 4,179

 　　　 6,197

－

－

 ○工業立地に対する優遇措置・工業団地の状況
 　　工　業　団　地 工場立地に対する優遇措置

 （課税免除・補助金等） 　

 課税免除・補助金
 課税免除・補助金

－

  団地数

５
１
－

 面積（ha）

 　 866.5
 　　 8.8

－
 課税免除・奨励金
 課税免除・奨励金
 課税免除・補助金

－

１
２
２
－

 　　24.0
 　　 9.8（造成中）
 　　17.0

－

 
 　　　　　

 鹿児島市
 吉田町
 桜島町
 喜入町
 松元町
 郡山町
 三島村
 十島村 － － －

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 ○工業振興策として，鹿児島市，吉田町，喜入町，松元町，郡山町では工場立地に対する優

遇措置として固定資産税の課税免除や補助金・奨励金等の制度があるため，各市町村の個

別の制度について経過措置を含めて調整が必要となる。

 項目  38．融資制度・雇用対策等

 現状

 

 

 

 ○融資制度…融資制度があるのは鹿児島市のみ。

12年度貸付実績　７９４件　３，６４８，５６９千円

 ○雇用対策…雇用対策があるのは鹿児島市のみ。

 ○勤労者福祉施策…勤労者福祉施策があるのは鹿児島市のみ。

 課題

 

 ○融資制度，雇用対策，勤労者福祉対策については，鹿児島市のみが各種施策を実施して

 　いる。
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 項目  39．観光

 ○観光客数（平成11年）・宿泊施設の状況（平成13年４月１日現在）

 ○主なイベント

 鹿児島カップ火山めぐりヨットレース，桜島・錦江湾横断遠泳大会（７月），

 かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（８月），おはら祭（11月）

 ふるさとまつり（12月）

 火の島祭り（７月），納涼観光船（７～８月）

 夏祭り（８月），わいわいまつり（11月）

 夢サマーフェスタｉｎまつもと（８月），さつま松元ふれあい市（11月），

 ふるさと市・フェスタまつもと（12月）

 夏祭り納涼大会（８月），八重山ハイキング（11月），ふるさと祭り（12月）

 俊寛まつり（５月），みしまカップ（８月）

－

 鹿児島市

 

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 

 郡山町

 三島村

 十島村

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○主なイベントなど観光事業については，引き続き事業の推進に努めることが望ましいが

 　類似の事業については統合・再編が想定される。

 宿泊者数  入込客数（千人）  宿泊施設数  宿泊能力
 （千人） (宿泊客＋日帰客) （軒）  （人）
 鹿児島市 2,334 8,227 142 10,800
 吉田町 データ無 データ無 データ無  　　データ無
 桜島町 18 1,832 4 339
 喜入町 8 207 7 365
 松元町 データ無 データ無 データ無  　　データ無
 郡山町 6 311 4 270
 三島村 3 3 13 205
 十島村 10 10 21 227
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 項目  40．農業

 ○農家数・農家人口（平成12年）

 ○経営耕地面積（平成12年）

経　営　耕　地　面　積（ａ）   

 　　　 　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

　  田  

35,734

11,063

 －

15,526

16,522

25,531

56

815

　  畑  

44,914

4,768

5,650

14,006

7,067

7,589

2,036

2,704

  樹園地

9,916

287

9,967

5,737

19,800

232

45

214

　 計  

90,564

16,118

15,617

35,269

43,389

33,352

2,137

3,733

 １戸当たり

 面積（ａ）

 　  27.2

 　  57.2

 　  68.8

 　  44.9

 　  63.3

 　  36.9

 　  66.8

 　  41.0

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

  

 ○畜産業を含めた農業振興策については，各市町村で各種事業や助成等を実施しており，

 　十分な協議の上，経過措置を含めて制度の調整が必要となる。

 ○各市町村が単独で行っている農道や用排水路等の生産基盤や環境整備についても，調整

 　が必要となる。

 
 　 専業  １種兼業  ２種兼業 　 計
 鹿児島市 422 119 420 961 9,352
 吉田町 105 19 158 282 2,411
 桜島町 101 31 95 227 921
 喜入町 141 64 190 395 2,239
 松元町 82 94 268 444 1,991
 郡山町 144 41 226 411 1,266
 三島村 8 9 20 37 138
 十島村 19 13 59 91 270

 　　　　販　売　農　家　数（戸）
 （自給農家を含む）
 農家人口（人）
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 項目  41．林業・漁業

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔林業〕

 ○林家数・保有林面積等（平成12年）

 ○林野面積（平成11年）

〔漁業〕

 ○経営組織数・漁業就業者（平成10年）

 林家数 保有林面積 １戸当たり
 （戸） （ha） 面積（ha）
 鹿児島市 939 1,767 1.9
 吉田町 173 486 2.8
 桜島町 20 29 1.5
 喜入町 218 410 1.9
 松元町 268 587 2.2
 郡山町 319 735 2.3
 三島村 2 9 4.5
 十島村 1 0.5 0.5

  漁業就業者
   個人   漁協  その他 　 計  　　（人）
 鹿児島市 200   － 15 215 394
 吉田町 　　－ － 　　－ 　　－ －
 桜島町 51 　　－ 7 58 119
 喜入町 69  　　－ 3 72 103
 松元町 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ －
 郡山町 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ －
 三島村 25   　　－ 　　－ 25 28
 十島村 42 　　－ 1 43 44

経　営　組　織　数

 市町村林 県有林 国有林 私有林 計（ha）
 鹿児島市 589 5 1,540 11,277 13,411
 吉田町 10 10 225 3,338 3,583
 桜島町 489   －       － 1,315 1,804
 喜入町 181 － 925 2,794 3,900
 松元町 17 10 － 3,167 3,194
 郡山町 56 44 538 3,544 4,182
 三島村 2,387 － － 160 2,547
 十島村 5,676 － － 1,290 6,966
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 ○漁船隻数（平成10年）

 　　　　漁　船　隻　数（隻） 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 無動力

６

　　－

  　　－

１

　　－

　　－

  　　－

  　　－

 船外機

７３

　　－

２０

１８

　　－

　　－

１

９

  動力

 ２４１

　　－

 １０７

７１

　　－

　　－

２４

３３

　 計  

 ３２０

　　－

 １２７

９０

　　－

　　－

２５

４２

 動力漁船

 総ﾄﾝ数（ｔ）

 １，１１２

－

   　６５６

   　２０１

－

－

       ４０

       ８２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 ○活動費助成や林道整備などの林業振興策については，同一又は類似の事業は統合，再編

 　等の調整が必要となる。

 ○生産基盤整備や放流事業などの漁業振興策についても，同一又は類似の事業は統合，再

 　編等の調整が必要となる。
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 項目  42．道路・河川

 ○道路の状況（平成13年４月１日現在）

国　　道 県　　道 市町村道 計   
 　　　 　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 実延長km

71.3

  －

3.35

 16

－

7.86

－

－

 舗装率

100.0

－

100.0

100.0

－

100.0

 －

 －

 実延長km

152.53

26.34

10.84

 19

38.8

30.66

9.05

－

 舗装率

98.2

99.3

98.8

100.0

94.3

95.5

81.9

 －

 実延長km

 1,835.09

132.21

134.36

184

127.6

112.05

45.03

83.42

 舗装率

80.4

91.5

97.7

96.2

92.0

98.4

91.4

87.3

 実延長km

 2,058.92

158.55

148.55

219

166.4

150.57

54.08

83.42

 舗装率

82.4

92.8

97.8

96.8

96.6

97.9

89.8

87.3

 ○橋梁の状況（平成13年４月１日現在）

永久橋 木  橋  　　  計 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 橋数

403

63

27

89

25

44

9

11

 延長 (m)

7,316.2

 　 606

 　 274

 　 596

372.5

 　 508

 　 102

 　　62

 橋数

－

－

－

6

－

－

－

－

 延長 (m)

 －

－

－

52

－

－

－

－

 橋数

403

63

27

95

25

44

9

11

 延長 (m)

  7,316.2

 　 606

 　 274

 　 648

 　 372.5

 　 508

 　 102

 　　62

 ○河川の状況（平成13年４月１日現在）

１　級　河　川  ２　級　河　川   　準　用　河　川 
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 河川数

 －

  －

－

－

  －

  －

－

－

 域内延長(km)

 －

  －

－

－

  －

  －

－

－

 河川数

１９

２

－

４

８

７

－

－

 域内延長(km)

９４．７

２４．７

－

１０．５

２６．３

３６．３

－

－

 河川数

２６

２

－

－

１

３２

－

－

 域内延長(km)

５２．３

３９．５

－

－

１．３

２８．１５

－

－

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 ○現在，市町村道に認定されている道路（橋梁を含む）については，合併後も市町村道と

 　して引き継がれるものと想定される。

 ○市町村道路の認定基準については，合併にあたって，協議・調整の必要がある。
 ○準用河川については，合併により引き継がれるものと想定される。
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 項目  43．住宅等

 ○住居の種類〔住宅に住む一般世帯数〕（平成７年国勢調査）

 ○公的住宅の状況（平成13年４月１日現在）

 市町村営（戸）  市町村公社（戸) 県営（戸） 　県公社（戸） 

 　　　 　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

  賃貸  

 10,525

60

102

64

91

84

59

46

  分譲  

－

－

－

－

－

－

－

－

  賃貸  

96

 －

－

－

－

－

－

－

  分譲 　

1,746

 －

－

－

－

－

－

－

  賃貸

4,509

－

45

48

－

95

－

－

  分譲

 －

－

－

－

－

－

－

－

  賃貸

190

－

－

－

－

－

－

－

  分譲

  3,620

－

－

－

－

－

－

－

 ○宅地開発の状況〔５ha以上〕（平成13年４月１日現在）

公営事業者 民営事業者 組合施行区画整理   
 　　　　　

 鹿児島市

 喜入町

 松元町

 団地数

17

 －

1

 面積ha

958

  －

40

  戸数

 31,446

 －

700

 団地数

30

1

  －

 面積ha

660

12

  －

  戸数

 19,843

315

  －

 団地数

10

－

1

 面積ha

371

－

70

  戸数

8,876

－

1,300

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 ○市町村営住宅については，合併後も公営住宅として引き継がれるものと考えられるが，

 　入居者資格等については，協議・調整が必要と想定される。

 ○合併後の公営の住宅については，新規及び建替え等について整備計画の再検討が必要と

 　想定される。

 ○建築確認審査等の業務については，鹿児島市以外の町村では県の土木事務所等が行って

 　おり，これらの業務の取扱いの調整が必要と想定される。
 ○宅地開発については，開発方針の協議・調整が必要になると想定される。

   持ち家  公営借家  民営借家  給与住宅   間借り  　計
 鹿児島市 105,774 14,542 78,585 9,521 2,003 210,425
 吉田町 3,207 50 229 74 17 3,577
 桜島町 1,554 102 98 13 13 1,780
 喜入町 4,103 111 342 71 11 4,638
 松元町 3,281 95 253 24 28 3,681
 郡山町 2,509 168 216 31 15 2,939
 三島村 146 36 1 36 4 223
 十島村 258 16 22 61 1 358
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 項目  44．公園

 ○公園の設置状況〔都市計画公園・都市計画外公園〕（平成13年４月１日現在）

都市計画公園  都市計画外公園 
 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 箇所

134

12

－

－

－

－

－

－

  面積（㎡）

2,825,700

25,200

 －

－

－

－

－

－

 

 

 箇所

357

1

－

－

26

5

1

－

  面積（㎡）

1,019,300

99,896

－

－

142,100

287,742

15,000

－

 一人当たり
 面積（㎡）

 　  7.02

 　 10.62

－

－

    11.52

 　 34

－

－

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 ○合併に伴い，公園の配置など整備計画の再検討が必要になると想定される。

 ○運動公園・総合公園については，合併に伴い，使用料や維持・管理運営等の調整が必要

 　になる。

 ○緑化事業についても，合併に伴い，制度上の調整が必要になると想定される。
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 項目  45．上下水道

 ○給水人口の状況（平成13年４月１日現在）（人）
簡易水道  専用水道   飲料水供給施設 

 　　　　　

 鹿児島市

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

上水道
 　　　　　

508,600

－

 －

 －

 －

 －

 －

 －

 施設

25

6

11

9

6

4

4

5

 給水人口

6,844

11,494

4,866

12,527

12,194

6,738

453

557

 施設

7

－

 －

 －

－

1

－

－

 給水人口

32,694

－

 －

 －

－

304

－

 －

 施設

21

－

1

1

－

－

－

2

 給水人口

 　 3,255

－

 　　  23

 　　 109

－

－

－

 　　 154

○水道料金の状況〔一般用〕（平成13年４月１日現在）

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ○下水処理の状況…鹿児島市と吉田町の一部において下水道事業導入。

 　その他の６町村は，し尿収集，浄化槽等のみで処理。（№31を参照）

 課題

 

 

 

 

 

 ○水道事業については，鹿児島市が公営企業による上水道，５町が特別会計による簡易水

道，２村が一般会計による簡易水道で給水している。

 ○市町村によって，事業規模，運営制度，給水条件，水需要，水源能力，使用料金等に差

がある。

 ○水道は住民生活に極めて密接に関係し，重要な問題であるため，合併に際しては現状を

踏まえ，住民生活に影響を及ぼさないよう十分に検討し，効率的な運用と円滑な統一に

ついて調整することが適当である。

 ○特に，料金については，経過措置を含めて，十分に協議・調整する必要がある。

 ○汚水処理については，合併に際して，下水道の整備手法の検討などが必要となる。

  基本料金（口径等）  　　従　量　料　金　・　そ　の　他

 鹿児島市 13mmで ７００円  使用水量により １m3につき45円～ 300円
 吉田町 13mmで ４００円  　　　　〃　　　　　70円～ 170円

 桜島町 13mmで ３３６円  　　　　〃　　　　　91円～ 140円

 喜入町 一律　２５０円  使用料金　１鎌75円，13mm口径 100円

 松元町 ５m3まで７００円  使用水量により １m3につき 110円～ 200円
 郡山町  １ﾄﾝ未満７３０円  全て従量制　１ﾄﾝ 790円，２ﾄﾝ 860円～

 三島村 10mmで ３００円  １トン増しにつき  10円

 十島村
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 項目  46．交通事業・病院事業

 現状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○交通事業

 鹿児島市…軌道事業：営業キロ　13.1km　　運輸系統　２系統　　車両数　51両

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入 1,607,351千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出 1,595,179千円　差引12,172千円

自動車運送事業：営業キロ  154.38km　　運輸系統　36系統　　車両数 189台  

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入 2,942,587千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出 3,510,763千円　差引△ 568,176千円

 桜島町…一般旅客定期航路事業：営業航路 4.8km×２＝ 9.6km　  船舶数　６隻

 　　　　遊覧旅客不定期航路事業：鹿児島湾周遊40km

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入 2,600,897千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出 2,559,313千円　差引41,584千円

 　  自動車運送事業：営業キロ  67.3km　　運輸系統　12系統　　車両数  12台

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入   100,224千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出   120,814千円　差引△20,590千円

 松元町…自動車運送事業：南国交通が運行（運行補助方式 780万円／年）13年度開始

 　　　　　　　　　　営業キロ  83.4km　　運輸系統　４系統　　車両数  １台

 郡山町…自動車運送事業：林田バスが運行（民間委託方式 840万円／年）12年度開始

 　　　　　　　　　　営業キロ　 152km    運輸系統　６系統　　車両数  １台

 三島村…一般旅客定期航路事業：営業航路 153km  　船舶数　１隻

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入 1,379,724千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出 1,413,949千円　差引△34,225千円

 十島村…一般旅客定期航路事業：営業航路 452km  　船舶数　１隻

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入 564,573千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出 805,463千円　差引△ 240,890千円

 ○病院事業

 鹿児島市…市立病院：診療科目　20科　　病床数 687床

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入  12,320,138千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出  12,158,776千円　差引 161,362千円

 桜島町…診療所（２箇所）：診療科目　５科　　病床数０床

 　　　　　　　　　　12年度決算　収入  44,555千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　支出  44,218千円　差引 337千円

 課題

 

 

 

 

 ○交通事業については，軌道事業が鹿児島市，自動車運送事業が鹿児島市・桜島町・松元

町・郡山町，船舶運送事業が桜島町・三島村・十島村で行われており，同種の交通事業

を行っている市町村が合併する場合，運行体制や料金等について十分な調整を図る必要

がある。

 ○病院事業については，鹿児島市と桜島町が行っている。
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 項目  47．外郭団体・公共的団体等，各種団体負担金等

 ○外郭団体

 鹿児島市

 

 

 吉田町

 桜島町

 喜入町

 松元町

 郡山町

 三島村

 十島村

 住宅公社，土地開発公社，衛生公社，市民文化ホール管理公社，水族館公社，

 教育施設管理公社，都市施設管理公社，中小企業勤労者福祉サービスセンター，

 鹿児島観光コンベンション協会

 県町村土地開発公社吉田町支社

 県町村土地開発公社桜島町支社

 県町村土地開発公社喜入町支社，加根又育英会

 県町村土地開発公社松元町支社

 県町村土地開発公社郡山町支社，健康交流促進財団

 県町村土地開発公社三島村支社

 県町村土地開発公社十島村支社
　　

 ○主な公共的団体
 　　　　　

 鹿児島市

 

 

 

 

 

 吉田町

 

 

 

 

 桜島町

 

 

 喜入町

 

 

 

 松元町

　　　産業経済団体

 鹿児島商工会議所，谷山

 商工会，ｸﾞﾘｰﾝ鹿児島農業

 協同組合ほか５組合，鹿児

 島南農業共済組合，市森

 林組合，市漁業協同組合

 ほか３組合等

 町商工会，ｸﾞﾘｰﾝ鹿児島農

 業協同組合ほか１組合，鹿

 児島南農業共済組合，町

 森林組合等

 

 町商工会，ｸﾞﾘｰﾝ鹿児島農

 業協同組合，西桜島漁業

 協同組合

 町商工会，いぶすき農業

 協同組合，揖宿地区農業

 共済組合，町漁業協同組

 合，いぶすき森林組合等

 町商工会，さつま日置農

 業協同組合，町園芸組合

 町畜産振興会，町茶業振

 興会等

　　厚生社会事業団体  

 日本赤十字社鹿児島市地

 区，市医師会・歯科医師

 会・薬剤師会・獣医師会

 等

 

 日本赤十字社鹿児島県支

 部吉田町分区，町社会福

 祉協議会，町老人クラブ

 連合会，町身体障害者協

 会，町衛生協会等

 日本赤十字社鹿児島県支

 部桜島町分区等

 

 日本赤十字社鹿児島県支

 部喜入町分区等

 

 

 日本赤十字社鹿児島県支

 部松元町分区，町民生委

 員児童委員協議会，町社

 会福祉協議会，町老人ク

 ラブ連合会等

　　　文化事業団体  

 市ＰＴＡ連合会，市青少

 年団体連絡協議会，市地

 域婦人会連絡協議会，市

 芸術文化協会，市体育協

 会等

 町ＰＴＡ連絡協議会，町

 女性団体連合会，町文化

 協会，町体育協会等

 町ＰＴＡ連絡協議会，町

 婦人会連絡協議会，町文

 化協会，町体育協会等

 町ＰＴＡ連絡協議会，町

 地域女性団体連絡協議会，

 町文化協会，町体育協会

 等

 町ＰＴＡ連絡協議会，町

 地域婦人連絡協議会，町

 文化協会，町体育協会等

 現状
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 郡山町

 

 

 

 

 三島村

 十島村

 

町商工会，さつま日置

農業協同組合，日置地

区農業共済組合，ひお

き森林組合，町園芸振

興会，町畜産振興会等

なし

村漁業協同組合，村畜

産組合

日本赤十字社鹿児島県支部

郡山町分区等

なし

日本赤十字社鹿児島県支部

十島村分区等

町ＰＴＡ連絡協議会，町女

性団体連絡協議会，町文化

協会，町体育協会等

村体育協会等

婦人会，村体育協会等

 

 

 

 

 

 

 

 

 課題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○外郭団体については，鹿児島市に９公社等，吉田町・桜島町・喜入町・松元町・郡山町

三島村・十島村に県町村土地開発公社の支社があるほか，喜入町と郡山町に他に１団体

ある。

 ○同種の外郭団体がある場合，統合等に向けて検討を行う必要がある。

 ○土地開発公社については，統合や清算処理等の調整が必要となる。

 ○公共的団体については，一元化することが望ましいものもあることから，それぞれの実

情を尊重しながら，共通している団体を統合するよう調整に努める必要がある。

 ○合併特例法では，いつまでも合併関係市町村単位で各種の公共的団体等が存続すること

は，合併市町村の一体性の確立の面からも好ましくないという観点から，公共的団体は

統合整備を図るよう努めなければならないとしている。

 ○団体によっては，組織強化の観点から法律により合併を推進しているところであり，相

互の調整を図ることが重要である。

 ○各種団体への負担金等については，各市町村とも多数の団体に支出していることから，

同一の団体等へは統合により調整を図り，その他の団体等へは，従来の実績を下回らな

いよう配慮するとともに，同種の団体との均衡を失しないように補助条件等の調整を図

る必要がある。


